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2018年 8月 9日

石川県知事 様

石川県保険医協会

会 長 大平 政樹

石川県社会保障推進協議会

代表委員 松浦 健伸

65歳以上心身障害者医療費窓口無料化を求める要望書

貴職におかれましてはますますご清栄のことと存じます。県民のいのちと福祉を守るた

めのご尽力に心から敬意を表します。

さて、石川県の心身障害者医療費助成制度は、障害の状態に合わせて速やかに必要な医

療が受けられる制度として意義のあるものですが、現状では、６４歳までは窓口無料（現

物給付）なのに、65 歳になったとたんに、窓口でいったん支払って後で払い戻しを受け

るという「償還払い」の方式に変更されます。

高齢期になり病気も増えてきて、医療機関への受診の必要性が一層高まってくる時期で

あり、償還払いとなっても受診を手控えることもできず、いたずらに障害のある人に負担

を強いるだけの方式となっています。

現在、多くの県民・市町関係者からも、石川県心身障害者医療費助成制度について、年

齢に関係なく窓口無料とする改善を求める声が広がっています。法律上のしばりもなく、

県がその気になればすぐにも実現できます。

私たちは、いつでもどこでも、障害があっても高齢期になっても、誰もが安心して医療

を受けることができることが必要であると考えています。その立場から以下の要請事項の

実現を求めるものです。

記

・石川県心身障害者医療費助成制度について、年齢に関係なく現物給付（窓口無料化）と

してください。
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65歳以上心身障害者医療費窓口無料化を求める要請

6,308筆の署名・県知事に届けました
多くの方々のご協力ありがとうございました。

多くの県民・市町関係者から、石川県心身障害者医療費助成制度につい

て、年齢に関係なく窓口無料とする改善を求める声が広がっていました。

法律上のしばりもなく、県がその気になればすぐにも実現できるので、石

川県保険医協会・石川県社会保障推進協議会は、石川県の心身障害者医療

費助成制度を 65 歳以上となっても窓口無料とするために、共同して、石
川県知事への要請署名を取り組んできました。

目標の1万筆の署名には到達できませんでしたが6308筆もの署名が届け

られ、2017年11月16日、県知事に届けました。

多くの方々・団体からご協力いただきました。本当にありがとうございました。

谷本知事へ

「65歳以上心身障害者医療費年齢に関係なく窓口無料化に」

11月16日午後、県知事の代理としての県障害福祉課坂上

課長に、(1)65歳以上心身障害者医療費窓口無料化を求める

要請署名6308筆を県知事に届ける、(2)署名に込められた多

くの「県民の願いや声」を県知事に届けるための署名提出

行動が実施されました。

署名提出行動には３０名が参加しました。石川県保険医

協会の大平政樹会長、石川県社会保障推進協議会の松浦健

伸代表委員が医師としての立場から、現物給付の必要性を

訴えました。視覚障害者の生活と権利を守る会の不破伸一

会長は「珠洲の方からもこの署名をするので署名用紙を送って欲しいと言われた。６４歳まで現物給付で、

６５歳になったら償還性となるのは全く不合理で、視覚の障害ある人にとっても償還手続きは非常に大変だ」

と訴えました。

上新屋クリニックの医療相談員をしている新栄治さんは、日頃、リウマチ患者さんとの相談支援活動での

事例やケアマネとしての仕事で相談が寄せられた事例などを示して、償還制度から現物給付にすることを訴

えました。

遠く、小松から参加された井高えみこさんは自らの体験「役場に行って償還手続きをすることの大変さ」

を訴えられました。また内灘町から参加された北川悦子さんは「障害がある子どもの親として、親が亡くな

った時でも心配しなくても良い仕組みを」と訴えました。

その提出行動は、その日の石川テレビでも報道されました。
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65 歳以上の障害がある人への心身障害者医療費助成制度の問題

各年度県健康福祉部交渉報告

201 ７年度県健康福祉部交渉報告

４．心身障害者医療費助成制度について

(1)国民健康保険・健康保険・後期高齢者医療制度など医療保険の違いを超えて、65 歳以上の障害

がある人への心身障害者医療費助成制度の助成方法を償還払いではなく、現物給付（64 歳以下同

様）にしてください。「補助対象者が 65 歳以上の場合にあっては、償還払により、助成した額に

限って補助する」とした石川県心身障害者医療費補助金交付要綱を一部改正ください。

障害福祉課長⇒要望事項については先般署名が届けられたこともあり、何ができるのか検討している

ところである。

社保協：自立支援医療制度で負担は軽減されたが、精神の病名の治療だけが負担軽減対象。精神で自

立支援医療を受けている人には内科などの受診も当然必要なので、その医療費負担もかなり重い。

精神障がいの場合も身体障害医療費助成制度と同様、窓口負担全体が助成対象となるよう、考えて

欲しい。

201 ６年度県健康福祉部交渉報告

４．心身障害者医療費助成制度について

(1)国民健康保険・健康保険・後期高齢者医療制度など医療保険の違いを超えて、65 歳以上の障害

がある人への心身障害者医療費助成制度の助成方法を償還払いではなく、現物給付（64 歳以下同

様）にしてください。「補助対象者が 65 歳以上の場合にあっては、償還払により、助成した額に

限って補助する」とした石川県心身障害者医療費補助金交付要綱を一部改正ください。

障害福祉課長⇒要望事項についての県の考えは昨年同様であります。65 歳以上の重度の障害ある方

の医療費につきましては、昭和 48 年には老人医療無料制度の対象でした。昭和 58 年 2 月に老人保

健法が実施され老人医療無料化が廃止され、自己負担が発生してきました。引き続き無料制度を継

続するために、心身障害者医療費助成制度の対象にしました。その際に、老人保健法の一部負担の

趣旨を生かすために、一旦、自己負担を窓口で支払う償還払い制度を選択したものです。

障害福祉課長⇒対象拡大については、身障害者医療費助成制度は昭和 49 年に「重度で低所得者の方

の経済的負担の軽減を目的」として創設されました。平成 7 年の国の制度改定に合わせて、療育手

帳Bに対象を拡大してきました。現在、国の制度改定もありませんので、今のところ対象拡大は考

えていません。

障害福祉課長⇒ 65 歳以上の障害ある高齢者が、後期高齢者医療制度に加入するか、現状のままに残

るかは選択制となっています。いずれの選択がなされても県の制度は選択の結果、移行する・しな

いに係わらず 1割を助成しアンバランスが生じないようにしています。

社保協⇒障害者医療費助成制度において石川県だけが、64 歳までは現物給付で、65 歳になったとた

んに、一旦窓口で払い償還手続きが必要となる制度である。自分たちがお世話をしている患者さん

達は償還手続きをするために、ヘルパーに同行してもらったり、タクシーで役所に行っている人が

いる。高齢になって、償還手続きをするのは非常に大変である。現物給付にして欲しい。

社保協⇒障害がある高齢者は、医療費が高額になるケースが多々あり、現行の償還払い方式だと、一
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旦支払うお金を毎回、毎回準備しないと受診できない。毎回、毎回お金を準備することは大変です。

高齢になればなるほど、お金がないと受診できなくなります。何としてでも現物給付制度にしてく

ださい。

社保協⇒県の回答は、意味のない回答を繰り返すのみであり問題だ。私たちは、65 歳以上の障害が

ある人達の医療費助成制度の償還払い方式を現物給付方式にすることを求める署名運動を開始し

た。県も真剣にこの問題に取り組んで頂きたい。

社保協：県の償還払いについての見解は変えなくても良いから、県の要綱を変えてください。県の「身

障害者医療費助成事業費補助金交付要綱」では、「補助対象者が 65 歳以上の場合にあっては、償

還払により、助成した額に限る。」となっている。市町が現物給付にするとした場合にでも子ども

の医療費助成制度の要綱の改定と同じく、県の補助（負担）があるようにすると改定ください。

ともかく、（百歩譲って）県の考え方は変えなくても良いから、市町に対するペナルテイをやめて

ください。

障害福祉課長：県は償還払いが適切だと思っているので、要綱は改定する予定はありません。

2015 年度県健康福祉部交渉報告

２．身障害者医療費助成制度について

(1)国民健康保険・健康保険・後期高齢者医療制度など医療保険の違いを超えて、65 歳以上の障害が

ある人への心身障害者医療費助成制度の助成方法を償還払いではなく、現物給付（64 歳以下同様）

にしてください。「補助対象者が 65 歳以上の場合にあっては、償還払により、助成した額に限って

補助する」とした石川県心身障害者医療費補助金交付要綱を一部改正ください。

坂上障害福祉課長⇒要望事項 3 点は昨年同様です。県の考えは昨年同様であります。65 歳以上の重
度の障害ある方の医療費につきましては、昭和 48 年には老人医療無料制度の対象でした。昭和 58
年 2 月に老人保健法が実施され老人医療無料化が廃止され、自己負担が発生してきました。引き続
き無料制度を継続するために、心身障害者医療費助成制度の対象にしました。その際に、老人保健

法の一部負担の趣旨を生かすために、一旦、自己負担を窓口で支払う償還払い制度を選択したもの

です。

坂上障害福祉課長⇒対象拡大については、身障害者医療費助成制度は昭和 49 年に「重度で低所得者
の方の経済的負担の軽減を目的」として創設されました。平成 7 年の国の制度改定に合わせて、療
育手帳 Bに対象を拡大してきました。現在、国の制度改定もありませんので、今のところ対象拡大
は考えていません。

坂上障害福祉課長⇒ 65 歳以上の障害ある高齢者が、後期高齢者医療制度に加入するか、現状のまま
に残るかは選択制となっています。いずれの選択がなされても県の制度は選択の結果、移行する・

しないに係わらず 1割を助成しています。
社保協⇒リウマチの患者さんは医療費が高額となる。64 歳までは現物給付であり、65 歳になったと
たんに、償還払いとはいえ、一旦窓口で払わないといけなくなる、経済的な負担が大きくなってい

る。償還払いを是非とも現物給付化にしてほしい。

坂上障害福祉課長⇒郵送でも償還できるようにしていますのでご理解いただきたい。

社保協⇒金沢市の職員も「おかしい制度だと思っている」と言っている。社会保障担当課の課長がそ

う言っている。何故、こんな、おかしい制度になったのか。教えてほしい。
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坂上障害福祉課長⇒老人保健法が実施されて無料から一部自己負担が発生してきた。引き続き無料と

なるよう単独事業で助成してきました。償還方法では、一旦窓口で支払う償還制度にしてきました。

社保協⇒この制度に矛盾があるか否か、聞かせてください。

坂上障害福祉課長⇒老人保健法の趣旨にそって償還払いにしたものです。

社保協⇒今の説明ではさっぱり分かりません。老人保健法の一部負担金の趣旨と国保、健康保険の一

部負担金の趣旨と何故、変わってくる考えなのかさっぱり分かりません。元々有料であったものを

無料化する、それは素晴らしい政策です。しかし、老人保健法の一部負担だけを「医療の一部を分

かち合う」ようなことを殊更強調することが理解できません。国保など元々有料であったものを無

料にし、元々無料であったものを有料化になったからと言って償還払いにするということがさっぱ

り分かりません。老人保健法の一部負担金の趣旨と国保の一部負担金の趣旨がどこが違うのか、答

えてほしい。

社保協⇒高齢になればなるほど病気が出てきて医療機関へアクセスの必要性が高まる、従って県とし

て実施すべきことは医療の必要性の高まりに応じて、医療を受けやすくすることである。高齢にな

ればなる程、医療へのアクセスを手厚く保障することが求められる。その逆はありえません。にも

関わらず高齢になったら、償還払いになる、そのことの意味がわかりません、何故高齢になり医療

機関へのアクセスの必要性が高まるのに、アクセスの保障が不十分になるのか？、どういう説明を

されますか、説明を聞かせてほしい。

坂上障害福祉課長⇒・・・・・・

社保協⇒回答不能として確認していいですね。

社保協⇒障害者団体には、償還払いにしたのは、医療費が増え、事務負担が増えるからと回答されて

いる、わたしたちには、今回のような回答にもなっていない回答をされる、大変、無責任ではない

か。

社保協⇒現物給付になると受診しやすくなるので医療費が増えると思うか、現物給付になると医療が

必要性が乏しいのに、受診するので医療費が増えると思うのか、どちらだと思うか聞かせてほしい

坂上障害福祉課長⇒現物給付になると受診しやすくなるので、頻回受診やちょっとしたことでも受診

するようになる、どちらかと言えば、後者かな。必要以上の受診もある。

社保協⇒誰が必要でないと判断をしているのですか、

坂上障害福祉課長⇒・・・・・・

社保協⇒県の回答は回答になっていない。回答不能であることを確認します。先ほどの二つの質問へ

の回答と、県内の市町からのこの要望事項に関して、どの市町からどのような意見が上がっている

のか、それも併せて文章での回答をいただくということで良いですね

5



6

User
タイプライターテキスト

User
タイプライターテキスト
920-0841　石川県金沢市京町24-14　　　　　　　　　石川県社会保障推進協議会　☎076-253-1636

User
タイプライターテキスト



7



8

寺越　博之
長方形

寺越　博之
長方形



9

寺越　博之
長方形




